
条

例 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号 

 
 

 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       
 第

二
条 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
の
表
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
項
を
削
り
、
別
表
第
二
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

      
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会 

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め

の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、

国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事

項
を
審
議
す
る
。 

 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

九
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都

道
府
県
の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す

る
協
議
会 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会 

 


